
【お願い】
●所得税の申告で事業所得や不動産所得のあるかたは、必ず総収入金額・必要経費を項目別に集計し、収支内
訳書を記入しておいてください（前年分の収支内訳書が必要となる場合があります）。

●受付期間中、正午から午後1時までは休憩させていただきます。
【無料税務相談所】
　所得税の申告で分からないときは、税理士による無料税務相談所をご利用ください。
　と　　き　2月20日�から28日�までの平日
　と こ ろ　幸田町商工会
　相談時間　午前9時30分～午後4時　※正午から午後1時までは休憩させていただきます。

申告の種類 会　　場
申　　　　告

期間（平日のみ） 時間（正午～午後1時除く）

町 県 民 税 幸田町役場4階ホール
�62－1111

2月16日�  　
　～3月15日� 午前9時～午後4時

所 得 税

岡 崎 税 務 署

�58－6511

2月16日�  　
　～3月15日�

午前9時～午後5時
贈 与 税 2月1日� 　　

　～3月15日�

消 費 税 3月31日�まで

個 人 事 業 税  西三河県税事務所
�27－2713 3月15日�まで

申
告
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
申
告
書

③
所
得
の
分
か
る
も
の

　

収
入
経
費
の
帳
簿
書
類
、
源
泉
徴

収
票
（
コ
ピ
ー
不
可)
、
農
業
所

得
の
お
知
ら
せ

④
所
得
控
除
に
必
要
な
証
明
書
・
領

収
書
な
ど

　

個
人
年
金
や
生
命
保
険
・
損
害

保
険
に
支
払
っ
た
保
険
料
の
証
明

書
、
医
療
費
の
領
収
書
・
保
険
金

な
ど
で
、
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の

分
か
る
も
の

⑤
所
得
税
の
還
付
申
告
を
す
る
場
合

は
、
本
人
名
義
の
預
金
口
座
番
号

　

平
成
17
年
分
確
定
申
告
の
税
務
署
窓

口
で
の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
け
付

け
は
、
2
月
16
日
�
か
ら
3
月
15
日
�

ま
で
で
す
。

　

な
お
、
岡
崎
税
務
署
で
は
、
平
日
以

外
に
も
2
月
19
日
�
お
よ
び
26
日
�
に

限
り
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

岡
崎
税
務
署　

〒
４
４
４―

８
５
５
２

　

岡
崎
市
羽
根
町
字
北
乾
地
５０―

１

申告書作成会場および問合せ

確
定
申
告

広報こうた●2006（H18）2.1 2



あなたはどの申告が必要？ 
あなたの収入などの状況により、必要な申告を確認して下さい。 

昨年中何か収入が 
ありましたか？ 

（不動産や配当など） 

特別控除や 
特例を受けても 
所得が残りますか？ 

贈与を 
受けた額が 
110万円を 
超えますか？ 

所得の合計が 
控除の合計額より 
多いですか？ 

年金収入 
のみですか？ 

年末調整は 
済んでいますか？ 

年末調整以外の 
給与収入あるいは 
そのほかの収入が 
ありますか？ 

該当する項目が 
ありますか？ 
●給与収入が 
　103万円を超えた。 
●所得税が 
　源泉徴収されていた。 

源泉徴収 
されて 
いますか？ 

年金所得と 
ほかの所得の 
合計額が 

控除の合計より 
多いですか？ 

その特例は 
確定申告によって 
受けられる 
ものですか？ 

家族の税金上の 
扶養になって 
いますか？ 

所得の合計が 
控除の合計額より 
多いですか？ 

該当する項目がありますか？ 
●年末調整で控除を取り忘れた。 
●昨年中に多額の医療費を払った。 
●昨年中にローンで家を購入した。 
●昨年中に盗難や災害に遭った。 

年末調整以外の 
給与収入、また 
そのほかの所得の 
合計金額が20万円を 

超しますか？ 

いいえ はい 

該当する項目からスタートしてください。 
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書
の
写
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
年
末

残
高
証
明
書
で
す
。増
改
築
の
場
合
は
、

さ
ら
に
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
、
検

査
済
証
の
写
し
ま
た
は
建
築
士
か
ら
交

付
を
受
け
た
増
改
築
等
工
事
証
明
書
な

ど
が
必
要
で
す
。

�
多
額
の
医
療
費
を
払
っ
た
か
た

�
災
害
や
盗
難
に
遭
っ
た
か
た

�
年
の
中
途
で
退
職
し
、
年
末
調
整
が
さ

れ
て
い
な
い
か
た

�
年
末
調
整
で
控
除
の
手
続
き
を
忘
れ
た

か
た

　

■
事
業
・
不
動
産
所
得

　
　
　
　
　
　

な
ど
の
あ
る
か
た

　

昨
年
の
各
種
所
得
金
額
合
計
が
、
所

得
控
除
額(
基
礎
控
除
・
扶
養
控
除
な
ど)

の
合
計
よ
り
多
い
か
た
は
、
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
給
与
所
得
の
あ
る
か
た

　

通
常
、
勤
務
先
の
年
末
調
整
で
税
金
の

精
算
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
確
定
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た
は
確
定
申

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

�
そ
の
年
の
給
与
収
入
が
2
、0
0
0
万

円
を
超
え
る
か
た

�
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の

合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
か
た

�
給
与
を
2
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

か
た

■
所
得
税
の
還
付
申
告

　

給
与
所
得
者
や
年
金
収
入
の
か
た
で
、

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
か
た
で
も
、
次

の
場
合
は
確
定
申
告
を
す
る
と
、
源
泉
徴

収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

�
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
取
得
し

た
か
た
…
申
告
に
必
要
な
も
の
は
、
住

民
票
の
写
し
、
住
宅(

土
地)

の
登
記

簿
謄
本
・
住
宅(

土
地)

の
売
買
契
約

　

所
得
税
の
確
定
申
告

　

所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の

作
成
は
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

Ｕ
Ｒ
Ｌ　

http://w
w
w
.nta.go.jp
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消 

費 

税

　

平
成
17
年
分
個
人
事
業
者
の
消
費

税
の
確
定
申
告
は
、
3
月
31
日
�
ま

で
で
す
。

　

消
費
税
は
、
事
業
者
自
身
が
課
税

売
上
高
や
税
額
を
計
算
し
納
付
す
る

｢

申
告
納
税
制
度｣

を
と
っ
て
い
ま

す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
同
様
、
申

告
書
は
、
正
し
く
早
め
に
提
出
し
ま

し
ょ
う
。

対
象　

平
成
15
年
分
の
課
税
売
上
高

が
1
、0
0
0
万
円
を
超
え
る
か
た

や
課
税
事
業
者
を
選
択
さ
れ
た
か
た

振
替
納
税
の
ご
利
用
を

　

所
得
税
や
消
費
税（
個
人
事
業
者
）

の
納
税
方
法
に
、
振
替
納
税
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
銀
行
な
ど
の
預
金
口
座

か
ら
振
替
に
よ
っ
て
納
税
を
済
ま
せ

る
も
の
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用
さ

れ
ま
す
と
、
納
税
の
た
め
の
手
続
き

が
少
な
く
な
り
、
う
っ
か
り
納
税
を

忘
れ
て
余
分
な
延
滞
税
を
支
払
う
こ

と
が
な
く
な
り
ま
す
。
利
用
さ
れ
る

と
き
は
、「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼

書
」（
用
紙
は
最
寄
り
の
金
融
機
関

ま
た
は
税
務
署
に
あ
り
ま
す
）
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
事
業
税

　

所
得
税
の
確
定
申
告
ま
た
は
町
県

民
税
を
申
告
さ
れ
る
か
た
は
、
個
人

事
業
税
の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
年
の
中
途
で
事
業
を
廃
止

し
た
か
た
の
事
業
税
は
、
通
常
の
場

合
と
異
な
り
、
事
業
を
廃
止
し
た
日

か
ら
１
か
月
以
内
に
、
西
三
河
県
税

事
務
所
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

西
三
河
県
税
事
務
所

　

岡
崎
市
明
大
寺
本
町
1
丁
目
4

　

�
27
ー
2
7
1
3

提
出
期
限

所
得
税　

3
月
15
日
�

消
費
税　

3
月
31
日
�

提
出
先　

　

岡
崎
税
務
署
ま
た
は
金
融
機
関

税
に
関
す
る
ご
相
談
は
専
用
電
話
へ

岡
崎
税
務
署
相
談
室

　
　
　
　
　
　
　

�
58
ー
1
2
1
1



65歳以上のかたの税制が変わります
○公的年金等控除額が引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得の速算表（所得金額＝A×Ｂ－Ｃ）  

○平成18年度課税分より老年者控除（48万円）が廃止されます。
○前年合計所得が125万円以下のかたの非課税措置が廃止されます。
　経過措置として、平成17年1月1日現在65歳に達しており、前年合計所得が125万円以下のかたに
ついては、平成18年度は均等割及び所得割の3分の2相当額が減額され、平成19年度は均等割及び所
得割の3分の1相当額が減額されます。

定率控除による減税額が引き下げられます
現　行　所得割額の15％相当額を控除（町・県民税合計で上限4万円）
改正後　所得割額の7.5％相当額を控除（町・県民税合計で上限2万円）

生計同一の妻に対する均等課税が2分の1課税から全額課税
に変更されます
現　行　平成17年度均等割額＝2,000円（町民税1,500円、県民税500円）
改正後　平成18年度均等割額＝4,000円（町民税3,000円、県民税1,000円）

　

ま
た
、
昨
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
か

た
で
、
家
族
の
税
金
上
の
扶
養
に
入
っ
て

い
な
い
か
た
（
特
に
、
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
か
た
は
、
申
告
の
有
無
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
額
が
変
わ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
）も
申
告
が
必
要
で
す
。

　

申
告
書
は
、
税
務
課
に
用
意
し
て
あ
り

ま
す
。
前
年
度
申
告
さ
れ
た
か
た
は
、
２

月
上
旬
ご
ろ
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

■
次
に
該
当
す
る
か
た
は
、
税
務
署
で
申

告
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

住
宅
借
入
金
な
ど
の
特
別
控
除
を
受
け

　

ら
れ
る
か
た

　

土
地
、
家
屋
、
株
式
な
ど
を
譲
渡
さ
れ

　

た
か
た

　

青
色
申
告
（
青
色
決
算
）
を
し
て
い
る

　

か
た

　

営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
収
支
計
算

　

の
申
告
を
さ
れ
る
か
た
（
収
支
内
訳
書

　

の
完
成
し
て
い
る
か
た
は
除
き
ま
す
）

　

平
成
18
年
1
月
1
日
現
在
、
幸
田
町
に

住
ん
で
い
て
、
昨
年
中
に
収
入
の
あ
っ
た

か
た
や
、次
の
項
目
に
該
当
す
る
か
た
は
、

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
（
所
得
税

の
確
定
申
告
を
し
た
か
た
、
給
与
所
得
者

で
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
所
得
の
み
の
か

た
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）。

�
土
地
・
建
物
な
ど
を
売
っ
た
か
た
で
、 

　

特
別
控
除
や
課
税
の
特
例
を
受
け
る
こ

　

と
に
よ
り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
の
提

　

出
義
務
の
な
い
か
た

�
前
年
中
に
退
職
を
し
た
か
た

�
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
に
も
所
得
の

　

あ
っ
た
か
た
、
ま
た
は
、
２
か
所
以
上

　

か
ら
給
与
を
受
け
た
か
た

�
年
金
や
恩
給
を
受
け
て
い
る
か
た
で
、

　

社
会
保
険
料
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除

　

な
ど
を
受
け
る
か
た

�
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け

　

る
か
た

　

町
県
民
税
の
申
告金

で
す
。
昨
年
1
年
間
に
、
個
人
か
ら
贈

与
を
受
け
た
財
産
の
価
格
合
計
が
1
1
0

万
円
を
超
え
る
か
た
は
、
贈
与
税
の
申
告

お
よ
び
納
税
が
必
要
で
す
が
、
居
住
用
財

産
の
贈
与
や
住
宅
取
得
資
金
な
ど
の
特
例

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
特
例
は
申
告
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

昨
年
の
贈
与
税
申
告
の
相
談
お
よ
び
申

告
書
の
受
け
付
け
は
、
2
月
1
日
�
か
ら

始
ま
り
、期
限
は
3
月
15
日
�
ま
で
で
す
。

　

窓
口
の
受
け
付
け
以
外
に
、
郵
送
ま
た

は
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
に
投
か
ん
す

る
こ
と
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

贈
与
税
は
、
個
人
か
ら
財
産
を
も
ら
っ

た
と
き
に
、
も
ら
っ
た
か
た
に
か
か
る
税

　

贈
与
税
の
申
告

改正後

A.公的年金等の収入金額の合計 B.割合 C.控除額
※公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、
　所得金額はゼロとなります。
1,200,001円から3,299,999円 100％ 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円 75％ 375,000円
4,100,000円から7,699,999円 85％ 785,000円
7,700,000円以上 95％ 1,555,000円
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平
成
18
年
度
か
ら
住
民
税
の
税
制
が
変
わ
り
ま
す




